


評価結果公表事項(別表第２)

①第三者評価機関名

②運営者（指定管理者）に係る情報

所在地： ℡

③事業所の基本調査内容

別紙「基本調査票」のとおり

④総評

北海道福祉サービス第三者評価結果公表事項

社会福祉法人北海道社会福祉協議会

名称：社会福祉法人よいち福祉会　

代表者氏名：亀尾　　毅

〒046-0003　余市郡余市町黒川町19丁目1番地2 0135-22-5350

◇特に評価の高い点

◆子どもたちの発達を促す「環境保育」の設定について

　保育園の基本方針である「子どもの育ちの支援」と保育目標である「意欲を持って主体的に生活
できる子ども」について、「環境保育」の考え方を取り入れ保育実践を行っています。環境保育と
は子どもたちがいろいろな人々と主体的に関われるための「人的環境」、子どもたちが自ら遊ぶた
めの遊具や教具を選択できる「物的環境」、遊・食・寝の場所を確保する「空間的環境」です。保
育の環境を整備し子どもたちの生きる力を育む支援が行われていることを評価します。

◇改善を求められる点

◆保護者との連携強化と育児支援への取り組みについて

　事業計画の基本方針には家庭支援が定められ、保育園を第二の家庭と位置づけています。しか
し、保護者との連携が少なく、懇談会や参観の機会なども設けられていません。保育園には保護者
に保育の意図や取り組みについて理解を促すために、懇談会や保育参観を開催し、対話を重ね「保
育園と家庭がともに力を合わせ子どもの育ちを見守り育てあうこと」の取り組みも必要です。ま
た、保護者の意見や要望を把握しそれを反映させることは、指導計画作成の上でも重要です。さら
に、子育て環境が大きく変化している状況で、保護者の状況に応じて子育て相談や個別面談を行う
など、保育園には保護者に対する育児支援の取り組みが求められます。保護者対応についての内部
研修は行っていますが、職員が保護者と関わるためのルール作りと、余裕のあるシフトを組むなど
の環境整備を期待します。

◆職員の育成

　職員の研修計画は立てていますが、専門的な内容についての研修が少ない状況となっています。
子どもの課題は多様化し、対応方法についても知識を更新していく機会が必要であるため、積極的
に研修を受講できる体制の構築を期待します。

◆保育課程の編成について

　保育課程は保育所保育の根幹であり、入所している全児童を対象とし保育の目標を達成すること
ができるよう全体的かつ一貫性のある計画です。編成に関しては定期的に評価していますが、開設
時の原本に改善点を盛り込んでいるため膨大なものになっています。今後、従来の課程をもとに分
かりやすく簡潔な保育課程の編成を期待します。



評価結果公表事項(別表第２)

⑤第三者評価結果に対する事業者のコメント

⑥評価対象項目に対する評価結果及びコメント

別紙「評価細目の第三者評価結果」のとおり

　今回第三者評価を受審したことで、これまでの保育内容や業務、保護者との連携等改めて多くの
ことを見直す機会となりました。改善を求められる項目等ご指導いただいたことは、とても参考に
なり、当園の現状を確認することができました。高い評価をいただいた項目については、更なる充
実を目指して取組みたいと思います。今後は評価結果や改善点等、指導していただいた点を真摯に
受け取らせていただき、地域の子育てを担う施設として信頼される保育園であるよう、より一層努
めてまいりたいと思います。



　　本調査票は、貴事業所の基本的な概要について記載していただくものです。

　　

 28 年 2 月 1 日
1

046-2406

)

名 18 年 4 月 1 日

第三者評価の受審回数（前回の受審時期） 1 回 （平成　　23年度）

【当該事業に併設して行っている事業】

北海道福祉サービス第三者評価・基本調査票

平成

本調査票の記入日：

細田　正幸 （所属、職名：

社会福祉法人よいち福祉会

平成

www.fruit.or.jp

細田　正幸

事業
種別

保育所

nikihoikuen@fruit.or.jp

0135-32-3000

北海道余市郡仁木町西町1丁目52番地

〒

0135-32-3200

　経営主体

（法人名）

11時間

開設年

事業所名
にき保育園

園長

（例）○○事業（定員○名）

　　開所時間

電　話

ＦＡＸ

E-mail

（施設名）

所在地

ＵＲＬ

施設長氏名

調査対応ご担当者

利用定員

（通所施設のみ）

50

理念・基本方針：～保育理念について～
保育園は保育所保育指針（児童福祉法、児童憲章、児童権利宣言など）に則り、子どもの最善の利益を保証する児童福祉施設です。にき保
育園ではこの「最善の利益」をキーワードとし、子ども達を全職員の共通理解の得やすい｢宝｣と表現しました。子ども達を「宝」と見立て
ることで大切に接することを職員が共有しながら保育を進めてください。誰もが「宝」を傷つけたり乱暴に扱うようなことはしません。
基本方針～この「宝」を豊かな人間として育成して行くために３つの支援を掲げます～
１．子どもたちへ（子どもの育ちの支援）
子どもたちを一人の権利のある、また人格を持った人間、「宝」として大切に扱い、大切に育てます。
２．保護者の方へ（育児・就労両立支援）
子どもたち「宝」を生み育てながら就労している保護者の方に、限りない尊敬と共感を持ち、「子ども観」、「発達観」を共有し、家族へ
の支援をさせていただきます。
３．地域へ（地域の子育て支援）
子どもを社会的「子ども」と捉え、地域にとっても「宝」であり、子どものすばらしさ、子育てのすばらしさなどを伝え、次世代育成も含
めた子育ての「中心地」としての役割を担います。

施設・事業所の特徴的な取組：保育園を「第二の家庭」と捉え、日々の生活の中から育ち合える環
境として、異年齢による保育（養護的配慮）と活動内容は同年齢による保育（教育的配慮）を実施
いたします。質の高い幼児期の教育・保育の提供としてヒップホップダンス、英語指導を毎週実
施。地域子育て支援拠点おおきな木運営。



○年齢構成（成人施設の場合（高齢者福祉施設、高齢者福祉サービスを除く））

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名

○年齢構成（高齢者福祉施設・高齢者福祉サービスの場合）

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名

○年齢構成（児童福祉施設の場合（乳児院、保育所を除く））

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名

○年齢構成（保育所の場合）

名 名 名 名 名 名

名 名 名

５歳児 ６歳児

0 0

合　計

6 15

18歳以上

6か月未満 6か月～1歳3か月未満 1歳3か月～2歳未満

9～10歳未満7～8歳未満

8 7

２歳児

13～14歳未満

合　計

３歳児 ４歳児

14～15歳未満 15～16歳未満

61

16～17歳未満

10～11歳未満

1歳未満 1～6歳未満 6～7歳未満

11～12歳未満 12～13歳未満

8～9歳未満

17～18歳未満

10 15

合　計

30～35歳未満18歳未満

60～65歳未満55～60歳未満

18～20歳未満

50～55歳未満 65歳以上

25～30歳未満20～25歳未満

45～50歳未満

35～40歳未満

40～45歳未満

【利用者の状況に関する事項】（平成　28年　2月　1日現在にてご記入ください）

65歳未満 80～85歳未満

100歳以上

　

65～70歳未満

合　計90～95歳未満 95～100歳未満

70～75歳未満 85～90歳未満75～80歳未満



○障がいの状況

・身体障がい（身体障害者手帳を所持している利用者についてご記入ください。）

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

※区分が異なる複数障害で等級の認定がなされている場合は「重複障害」に記入ください。

 

・精神障がい（精神障害者保健福祉手帳を所持している利用者についてご記入ください。）

名

２級

名

名

名 名

名

軽度

名

名

名

３級精神疾患の区分 １級

名

名

名

名 名

名名

名

名

名

名

名

名

名合　　計 名

重複障害（別掲）

視覚障害

音声・言語、そしゃく機能の障害

１級 ６級５級４級

名

名

名

名

３級２級

中度

障害区分

最重度・重度

聴覚又は平衡機能の障害

肢体不自由

合　計

内部障害（心臓･腎臓､ぼうこう他）

名

その他の精神疾患

器質精神病 名

名

非定型精神病

てんかん

中毒精神病

統合失調症

そううつ病

名

・知的障がい（療育手帳を所持している利用者についてご記入ください。）

名



○サービス利用期間の状況(保育所を除く）

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名 名 名

名 名 名 名

  ）

【職員の状況に関する事項】（平成　28年　2月　1日現在にてご記入ください）

○職員配置の状況

名 名 名 名 名

名 名 名 名 名

名 名 名 名 名

名 名 名 名 名

名 名 名 名 名

名 名 名 名 名

※職種を空欄にしている箇所は、施設種別に応じて記載以外の主要な職種を記入してください。

※保健師・助産師・准看護師等の看護職は「看護職員」の欄にご記入ください。

○職員の資格の保有状況

名 （

名 （

名 （

名 （

名 （

（非常勤職員の有資格者数は（　）に記入）

名）

非常勤

名）8

名）

名）

名）

保育士

社会福祉士

　

常勤

常勤

介助員管理栄養士・栄養士

6

113

介護職員

1

介護福祉士

保育士

1

2

調理員等

３年～４年 ４年～５年～６か月 ２年～３年

看護職員

その他

1

用務員

OT、PT、ST

総数

19年～20年

10年～11年９年～10年８年～９年

事務員

15年～16年 16年～17年

 

６年～７年

12年～13年 14年～15年

20年以上

６か月～１年 １年～２年

５年～６年 ７年～８年

17年～18年

13年～14年

18年～19年

（平均利用期間：

2

1

医師 

施設長・管理者

常勤

非常勤

 

非常勤

11

11年～12年



【施設の状況に関する事項】

　※耐火・耐震構造は新耐震設計基準（昭和５６年）に基づいて記入。

○児童養護施設の場合

平成

（１）処遇制の種別（該当にチェック）

（１）建物面積

（４）改築年

（３）耐火・耐震構造

（注）園庭スペースが基準を
満たさない園にあっては、代
替の対応方法をご記入くださ
い。

平成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　478.28　㎡

（３）建築年 昭和

（１）建物面積
　　（保育所分）

13 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

（例）徒歩3分のどんぐり公園（300平米ぐらい）に行って外遊びを行っている。

（２）耐火・耐震構造

○成人施設の場合

（６）改築年 平成 年

（５）改築年

　耐火

（２）園庭面積

（２）建物面積

（４）建築年 昭和 51

年

年

　耐震

年

○保育所の場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　605.085　㎡

（５）建築年 昭和 年

　耐震
（４）耐火・耐震構造

（３）敷地面積

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

　耐火

　耐火

　耐震

・大舎制 ・中舎制 ・小舎制

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ

１．はい ２．いいえ



 人

・ボランティアの業務

【実習生の受け入れ】

　　　　　社会福祉士　　　　　　　人人

　　　　　社会福祉士　　　　　　　人人

　　　　　社会福祉士　　　　　　　人人

【サービス利用者からの意見等の聴取について】

【その他特記事項】

               

年度における実習生の受け入れ数（実数）

　貴施設（事業所）において、提供しているサービスに対する利用者からの意見を聞くためにどの
ような取り組みをされていますか。具体的にご記入ください。

社会福祉士                

苦情、要望、意見等が把握しやすくなるよう保護者との日ごろからのコミュニケーションを心掛け
ている。行事等終了後のアンケートや給食に関するアンケートを実施。意見箱の設置。

年度におけるボランティアの受け入れ数（延べ人数）

18

・平成 27

・平成

仁木町立仁木中学校3年生徒17人、引率教諭1人　体験学習（保育実習）

その他                

介護福祉士

【ボランティア等の受け入れに関する事項】



評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果 コメント

1
Ⅰ-１-(1)-① 理念、基本方針が明文化され周知が図
られている。

ｂ

仁木町から委託を受けて運営を開始した、平成
18年に策定した理念と方針がある。職員へは毎
年度事業計画を配布し、職員会議で共有してい
る。入園のしおりに記載し、入園時に保護者へ
の説明を行っているが、継続して通う子どもの
保護者には説明を行う機会が設けられていない
ため、入園後も定期的に周知していくことを期
待する。

第三者評価結果 コメント

2
Ⅰ-2-(1)-①　事業経営をとりまく環境と経営状況が
的確に把握・分析されている。

ｂ

10年前に仁木町から業務委託を受け、今年度更
新申請を行っている。仁木町の人口動態などを
検討し、毎年の事業実績を基に状況の把握を
行っている。委託を受けた当時の120名定員から
60名定員に規模を縮小し、さらに現在は50名定
員としているが、2年前から定員を超える状況に
なり、現在64名の受け入れを行っている。次年
度は保育室を増設しての対応が必要となってお
り、現状の資料を作成し対応に結び付けていく
ことを期待する。

3
Ⅰ-2- (1)-②　経営課題を明確にし、具体的な取組
を進めている。

ｂ

委託後に2度の定員縮小を行っており、定員未満
での運営が続いていたが、地域子育て支援事業
の実施により入園希望者が増えるなどの改善が
みられている。また、仁木町との協議を行って
おり、待機児童の積極的な受け入れや、3歳未満
児の保育を行わない近隣の地区からの受け入れ
を行っている。しかし、職員からの意見聴取や
説明は行われていないため、職員へも周知して
いくことを期待する。

第三者評価結果 コメント

4
Ⅰ-3-(1)-①　中・長期的なビジョンを明確にした計
画が策定されている。

ｃ

中長期計画は策定されていない。建物の老朽化
や2年前より定員を超えている状況があり、子ど
もの年齢構成により保育室が足りなくなること
が予想される。また、保育士の確保や育成、64
名の園児に対して手洗い場が手狭なことなど、
計画的に改善していかなければならない課題が
あるため、計画作成に取り組むことを期待す
る。

5
Ⅰ-3-(1)-②　中・長期計画を踏まえた単年度の計画
が策定されている。

ｃ

単年度事業計画は作成されているが中長期計画
が策定されていない。次年度、園児の年齢構成
に合わせて食堂を保育室に転換するなど、建物
所有の仁木町と施設内変更について話し合うこ
とも網羅されていない。中長期計画を踏まえる
ことはもちろん、年次計画の内容は職員一丸と
なって取り組むものとしては具体的でないた
め、評価が可能な指標などを盛り込んで作成す
ることを期待する。

評　価　細　目　の　第　三　者　評　価　結　果（保育所）

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針

Ⅰ-１-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。

Ⅰ-２　経営状況の把握

Ⅰ-2-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅰ-３　事業計画の策定

Ⅰ-３-(１)　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

1



評価結果詳細（保育所）

6
Ⅰ-3-(2)-①　事業計画の策定と実施状況の把握や評
価・見直しが組織的に行われ、職員が理解してい
る。

ｃ

例年、事業計画は園長が作成していたが、昨年
11月に新園長が配属され、平成28年度の年次計
画は職員の意見を踏まえて作成されることに
なっている。事業報告は作成されているが、計
画の達成状況などを含め、次年度計画の策定に
関連付けられていない。計画は職員が参加して
作成し、見直しの時期や方法を予め定めたうえ
で行われることを期待する。

7
Ⅰ-3-(2)-②　事業計画は、利用者等に周知され、理
解を促している。

ｃ

事業計画の内容は、園便りに一部を掲載し周知
を行っている。しかし、保護者懇談会など、保
護者に園の計画や方針を表明する機会がないた
め、保護者に園の方向性などを伝え、一層の理
解を促す取り組みを期待する。

第三者評価結果 コメント

8
Ⅰ-4-(1)-①　福祉サービスの質の向上に向けた取組
が組織的に行われ、機能している。

ｃ

保育士個人の自己評価や園としての自己評価は
定期的に実施されていない。また、以前行った
自己評価や第三者評価の公表・活用も行われて
いない。行事の評価や苦情などから年間の事例
をまとめ保護者対応の向上を目指している。
サービスを評価する仕組みを整え、新園長の
下、職員全員で取り組んでいくことを期待す
る。

9
Ⅰ-4-(1)-②　評価結果にもとづき組織として取り組
むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施して
いる。

ｃ

平成23年に第三者評価を受けているが、結果は
公表されておらず、明らかになった課題につい
ても改善に着手していない部分が散見される。
今後は自己評価及び第三者評価で見いだされた
課題について計画的に改善していくことと、そ
の過程について記録を残していくことを期待す
る。

第三者評価結果 コメント

10
Ⅱ-1-(1)-①　管理者は、自らの役割と責任を職員に
対して表明し理解を図っている。

ｂ

園長が着任した際、職員会議で説明を行ってお
り、法人理念に基づき透明性の高い運営を行う
ことを表明している。職員の意見を取り入れ、
改善に取り組みたい旨を伝えている。しかし、
前任者からの引き継ぎが行われていないため、
園の現状の把握などからのスタートとなってい
る。管理者の変更により、園としての継続性の
ある運営を担保するためにも引き継ぎなどの手
順の見直しも検討が期待される。

11
Ⅱ-1-(1)-②　遵守すべき法令等を正しく理解するた
めの取組を行っている。

ｂ

初任保育所長等研修に参加し、待機児童問題に
ついて行政との打ち合わせを行うなど、関係機
関との連携を通じて情報を収集している。関係
法令が多岐にわたることもあり、法令順守を行
うための積極的な取り組みと、必要に応じて手
順などの変更や職員への周知を行って行くこと
を期待する。

Ⅰ-３-(２)　事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅰ-４-(１)　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ-１　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ-１-(１)　管理者の責任が明確にされている。
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評価結果詳細（保育所）

12
Ⅱ-1-(2)-①　福祉サービスの質の向上に意欲をもち
その取組に指導力を発揮している。

ｂ

11月より定期的に保育会議を実施している。園
児の午睡の時間などに短時間での打ち合わせを
行い、今までの業務を見直している。また、
トップダウンではなく現場の声を重視していき
たいとの思いから、保育士の裁量でアイディア
が活かせる組織作りを行っている。しかし、事
業計画で掲げる内容と齟齬がある部分があるた
め、しっかりとした現状把握と方向性の確認を
期待する。

13
Ⅱ-１-(２)-②　経営の改善や業務の実効性を高める
取組に指導力を発揮している。

ｂ

書類の電子化を進めており、保育士からは必要
な書式などの見直しの希望を受けている。厚労
省でもカリキュラムの見直しに伴い簡素化の方
向性が打ち出されていることから、今後の見直
しが期待される。また職員に権限移譲を行って
いくことで、職員の裁量が発揮されていくこと
を期待する。

第三者評価結果 コメント

14
Ⅱ-2-(1)-①　必要な福祉人材の確保・定着等に関す
る具体的な計画が確立し、取組が実施されている。

ｃ

園として保育士の採用は年々難しくなっている
と感じているが、採用や育成の具体的な方針は
示されていない。1年契約の臨時職員が多く、保
護者からは子どもを理解している保育士が長く
勤務することへの希望が寄せられているため、
雇用形態や労働環境の整備などの検討を行って
いくことが期待される。

15 Ⅱ-２-(１)-②　総合的な人事管理が行われている。 ｃ

園独自の職員としての姿勢、保育士としての姿
勢はこれから策定していくことになっている。
人事考課や保育士のガイドラインに沿った自己
評価は行っていない。新年度体制の編成時に個
別面談を行い勤務継続の意思確認を行っている
が、保育補助の保育士資格取得支援なども含
め、総合的な人事管理を行っていくことが期待
される。

16
Ⅱ-2-(2)-①　職員の就業状況や意向を把握し、働き
やすい職場づくりに取組んでいる。

ｂ

職員に休みの希望を確認しながらシフトを作成
している。業務に追われコミュニケーションが
取りにくかったため、定期的な保育会議を設定
するなど、職場の改善に取り組んでいる。有休
の取得に関しては申し出があった場合となって
いるが、積極的な取得を促すなどの取り組みを
期待する。

17
Ⅱ-2-(3)-①　職員一人ひとりの育成に向けた取組を
行っている。

ｃ

職員一人ひとりに対する目標管理などは行われ
ておらず、自己評価も行っていないため、計画
的な取り組みとはなっていない。クラス編成で
は経験や能力に応じて保育士を当てはめている
が、目標設定や進捗状況の確認などの仕組みを
作っていくことを期待する。

18
Ⅱ-2-(3)-②　職員の教育・研修に関する基本方針や
計画が策定され、教育・研修が実施されている。

ｂ

職員の研修計画があり主任、中堅、新任などの
経験に合わせた外部研修への派遣を行ってい
る。また、外部講師を招いて園内研修も実施し
ている。経験だけでなく、職員が課題とする専
門的知識の取得も視野に入れ、面談などで意向
を取り入れていくことを期待する。

19
Ⅱ-2-(3)-③　職員一人ひとりの教育・研修の機会が
確保されている。

ｂ

平成27年度の外部研修への派遣は8名にとどまっ
ている。経験年数に合わせた概論的な研修だけ
でなく、全員に対して必要な知識や技術が習得
できるよう取り組むことを期待する。

Ⅱ-１-(２)　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ-２-(１)　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ-２-(２)　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。
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評価結果詳細（保育所）

20
Ⅱ-2-(4)-①　実習生等の福祉サービスに関わる専門
職の教育・育成について体制を整備し、積極的な取
組をしている。

ｃ

平成27年度は受け入れ実績がなく、マニュアル
なども整備されていない。過去に受け入れた際
は養成校のカリキュラムで実施し、園のカリ
キュラムや受け入れ態勢についての取り決めな
どは策定していなかった。しかし、次年度は保
育実習の受け入れが予定されているため、研修
プログラムの用意や実習指導者及び職員全員に
受け入れについて申し合わせを行っていくこと
を期待する。

第三者評価結果 コメント

21
Ⅱ-3-(1)-①　運営の透明性を確保するための情報公
開が行われている。

ｃ

ホームページがあり、法人全体の情報は公表さ
れているが、園の事業計画、事業報告予算、決
算などは公表されていない。ホームページには
ブログもあるが、発信回数は減少の傾向にあ
る。公表する内容について検討していくことを
期待する。

22
Ⅱ-3-(1)-②　公正かつ透明性の高い適正な経営・運
営のための取組が行われている。

ｃ

園での金銭管理にかかる経理事務は事務職員が
行い、通帳と印鑑は事務職と園長がそれぞれ保
管し、毎日園長が確認を行っている。内部監査
は法人で4回実施されている。しかし外部監査の
予定がないため、検討していくことを期待す
る。

第三者評価結果 コメント

23
Ⅱ-4-(1)-①　利用者と地域との交流を広げるための
取組を行っている。

ｂ

保育目標に則り、子どもの社会性を育てる取り
組みとして列車で小樽市まで出かけている。地
域の敬老会や文化祭、祭りへの参加などを行っ
ているが、行事以外の繋がりが乏しいため、機
会を増やしていくことを期待する。

24
Ⅱ-4-(1)-②　ボランティア等の受入れに対する基本
姿勢を明確にし体制を確立している。

ｂ

一般のボランティアの受け入れは行わない方針
であり、受け入れマニュアルはない。中学校の
職業体験は授業の一環として受け入れを行って
おり、訪問があったことは園便りで保護者に知
らせている。学校などの要請があって受け入れ
る場合も、手順や方針の整備を期待する。

25
Ⅱ-4-(2)-①　福祉施設・事業所として必要な社会資
源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われ
ている。

ｂ

社会資源の一覧表があり、仁木町の各種委員会
への参加を行っている。広域から子どもの受け
入れを行っていることや専門機関と連携する場
合を考え、必要に応じた連携先の把握と協力関
係の構築を期待する。

26
Ⅱ-4-(3)-①　福祉施設・事業所が有する機能を地域
に還元している。

ｂ

園で取り組んでいるヒップホップダンスは卒園
すると継続できないことから、保護者宛てに園
のホールで行う夜間のダンス教室の案内を行っ
ている。一時保育にも取り組んでいる。地域子
育て支援拠点事業も受託しており、地域の保護
者の支援を行っている。しかし、園としての関
与は薄いため、園として今後どのように貢献し
ていくか検討することを期待する。

27
Ⅱ-4-(3)-②　地域の福祉ニーズにもとづく公益的な
事業・活動が行われている。

ｃ

法人としても、公益的事業について検討を行っ
ているが、園としての方針はまだ決まっていな
い。公益的な事業についても事業計画に定め、
取り組んでいくことを期待する。

Ⅱ-２-(４)　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

Ⅱ-３　運営の透明性の確保

Ⅱ-３-(１)　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。
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評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果 コメント

28
Ⅲ-1-(1)-①　利用者を尊重した福祉サービス提供に
ついて共通の理解をもつための取組を行っている。

ｂ

権利擁護に関しては、職員会議の際に虐待につ
いての新聞記事などを配布して説明し、職員に
周知している。しかし研修の機会は少ないた
め、今後法人内外の児童施設や虐待関連施設か
ら講師を招くなど、職員が利用者の尊重や基本
的人権の配慮について一層理解を深める機会を
設けることを期待する。

29
Ⅲ-1-(1)-②　利用者のプライバシー保護等の権利擁
護に配慮した福祉サービス提供が行われている。

ｂ

プライバシー保護マニュアルが未整備であり、
トイレのドアの開閉など、生活場面での配慮に
ついて職員の理解が十分ではない。園のブログ
に行事風景を掲載する際には保護者から同意を
得ているが、今後マニュアルを整備し職員や保
護者に周知することが望まれる。また、28年度
に実習生受け入れの予定があるため、プライバ
シー保護の方針を明記した受け入れマニュアル
の策定を期待する。

30
Ⅲ-1-(2)-①　利用希望者に対して福祉サービス選択
に必要な情報を積極的に提供している。

ｂ

入園のしおりに必要な情報をわかりやすく記載
している。また、園のブログで行事の様子が紹
介され、入園後の生活が具体的にイメージでき
るつくりになっている。見学希望には可能な範
囲で保護者の意向に沿い、柔軟に対応してい
る。過去に第三者評価を受審しているが結果を
公開していないため、園の情報をより積極的に
提供する手段として検討が望まれる。

31
Ⅲ-1-(2)-②　福祉サービスの開始・変更にあたり利
用者等にわかりやすく説明している。

ｂ

入園のしおりや入園面接資料を用いて、園の概
要、保育目標、異年齢保育などをわかりやすく
説明している。気になる子どもを持つ保護者へ
も児童発達支援センターと連携し、子どもが園
の生活に馴染めるよう取り組んでいる。また、
配慮の必要な保護者についても行政・保健師・
主治医と連携し、チームアプローチを展開して
いる。今後は保護者懇談会などの機会を設け、
入園後も継続して丁寧な説明を行っていくこと
を期待する。

32
Ⅲ-1-(2)-③　福祉施設・事業所の変更や家庭への移
行等にあたり福祉サービスの継続性に配慮した対応
を行っている。

ｂ

卒園前には担任が小学校に赴き情報提供し、小
学校教員が来園するなど連携を図っている。運
動会では小学生が出場できる種目を企画し、卒
園生に案内している。月1回、園を開放して行う
ヒップホップダンス教室に卒園生が参加するな
ど、継続性に配慮している。今後は、農家の繁
忙期など家庭環境に応じた季節ごとの入退園
や、他地域への転出に際して継続的な関わりを
持てるよう、引き継ぎや手順書を策定すること
を期待する。

33
Ⅲ-1-(3)-①　利用者満足の向上を目的とする仕組み
を整備し、取組を行っている。

ｂ

生活発表会や運動会などの行事では、終了後に
保護者にアンケートを実施し、結果を次回の企
画に反映させている。給食の献立は子どもの感
想や保護者の意見を基にリクエストメニューと
して提供している。しかし、保護者会などが組
織されておらず、保育サービス全般について満
足度を量る基準が十分とは言い難いことから、
今後の取り組みに期待したい。

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ-１-(２)　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

Ⅲ-１-(３)　利用者満足の向上に努めている。
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評価結果詳細（保育所）

34
Ⅲ-1-(4)-①　苦情解決の仕組みが確立しており、周
知・機能している。

ｂ

苦情解決の仕組みは、入園面接資料に記載する
とともに、玄関脇に掲示している。意見箱は玄
関に設置されているが、職員室から確認できる
位置にあり保護者の利用が少ないことから、入
れ易さへの配慮が望まれる。また、苦情解決の
仕組みについては入園時の説明に留まっている
ため、園便りに継続的に掲載するなど、苦情に
限らず広く意見を集約するための取り組みを期
待する。

35
Ⅲ-1-(4)-②　利用者が相談や意見を述べやすい環境
を整備し、利用者等に周知している。

ｃ

保護者には、行事後のアンケートや登園の際に
子どもの様子を聞いている。しかし、保護者会
や保育参観の機会は無く保護者とのコミュニ
ケーションが不足している。保護者からは、保
育参観のほか給食への参加を希望する声もあ
る。園では保育園を第二の家庭と捉え個人懇談
会の実施も検討しているが、家庭との距離を今
よりも縮め、共に子どもを育てる取り組みを期
待する。

36
Ⅲ-1-(4)-③　利用者からの相談や意見に対して、組
織的かつ迅速に対応している。

ｃ

相談や意見の対応マニュアルは策定していな
い。保護者の意見などを集約する機会の整備
は、過去に受審した第三者評価においても指摘
されているが、その実施には至っていない。今
後は個人懇談会の実現に併せて、要望や意見へ
の留意点や職員対応の標準化が図られるマニュ
アルを整備するとともに、第三者評価結果を活
かした取り組みを期待する。

37
Ⅲ-1-(5)-①　安心・安全な福祉サービスの提供を目
的とするリスクマネジメント体制が構築されてい
る。

ｂ

園の立地から監視カメラの位置に制限はある
が、不審者の侵入に備えて園内の要所に設置し
ている。護身スプレーや刺股なども、使いやす
いものが装備され、遊具や備品は定期的に点検
している。しかし、リスクに関する職員研修の
機会は少ないことから、研修への参加や職員会
議などを通じて情報発信し、職員の意識が強固
なものとなるように期待したい。

38
Ⅲ-1-(5)-②　感染症の予防や発生時における利用者
の安全確保のための体制を整備し、取組を行ってい
る。

ｂ

トイレなどの清掃は閉園後に専門業者が担って
いる。感染症マニュアルを整備し職員に配布し
ており、子どもの嘔吐などにはマニュアルに
沿って対応している。インフルエンザ流行前に
は加湿器を増設するなど予防に努めるととも
に、発生した場合は玄関に貼り情報提供してい
る。しかし、水回りの配置や箇所数に一部不足
が見られるため、中長期計画策定の際に改善課
題とすることが望まれる。また、ペーパータオ
ルの使用など感染症予防に向けた一層の取り組
みを期待する。

39
Ⅲ-1-(5)-③　災害時における利用者の安全確保のた
めの取組を組織的に行っている。

ａ

火災や地震などの災害に備えて、朝・昼・夕の
時間帯を想定した避難訓練を毎月実施してい
る。消防計画と職員の非常時連絡網も整備さ
れ、遠足や社会見学などの園外活動にも備えて
いる。食料などは3日分を厨房に備蓄している。

Ⅲ-１-(４)　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

Ⅲ-１-(５)　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。
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評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果 コメント

40
Ⅲ-2-(1)-①　提供する福祉サービスについて標準的
な実施方法が文書化され福祉サービスが提供されて
いる。

ｂ

新人職員用に業務マニュアルがあるが、その内
容はカーテンの開閉などの日常的な内容となっ
ている。また、プライバシーや権利擁護に関わ
る姿勢の明示は無い。マニュアルの検討は日常
の保育実践の振り返りともなるため、保育課程
に基づく標準的な保育の実施方法を記載したマ
ニュアルを整備することが望まれる。

41
Ⅲ-2-(1)-②　標準的な実施方法について見直しをす
る仕組みが確立している。

ｂ

業務マニュアルや保育計画は、月1回の職員会議
で見直している。今後、標準的な実施方法の整
備に併せて、子どもや保護者の意見や提案を反
映させた内容に見直すことを期待する。

42
Ⅲ-2-(2)-①　アセスメントにもとづく個別的な福祉
サービス実施計画を適切に策定している。

ｂ

指導計画は、担当保育士や法人の栄養士など部
門横断的な職員会議で策定されている。しか
し、子どもの成長とともに新しいアセスメント
結果が重複し煩雑化しており、現在の姿が見え
づらい形となっている。また、指導計画は子ど
もや保護者の具体的なニーズを抽出し、明示し
たものとはなっていないため、入園後の状況が
反映できるよう期待する。

43
Ⅲ-2-(2)-②　定期的に福祉サービス実施計画の評
価・見直しを行っている。

ｂ

指導計画は月1回の職員会議で見直している。し
かし、反省点や見直しが必要な事項を「いつま
でにどのように直すのか」という追跡確認する
体制には至っていない。指導計画は保護者の意
向にも基づいた策定が望まれる。今後、個人面
談などを通じて意見や要望を把握し、それを反
映した見直しとなるよう期待する。

44
Ⅲ-2-(3)-①　利用者に関する福祉サービス実施状況
の記録が適切に行われ、職員間で共有化されてい
る。

ｂ

指導計画の実施状況はパソコンで入力され、記
録を閲覧できる体制を整えており、各職員が経
過を確認することになっている。日々の情報は
送迎時に職員が把握してクラス担当に伝え、記
録を職員室で管理し、遅出の職員に引き継いで
いる。しかし、情報の把握状況については職員
間に差があることから、閲覧のルールを設ける
など共有に向けた一層の取り組みを期待する。

45
Ⅲ-2-(3)-②　利用者に関する記録の管理体制が確立
している。

ａ

個人情報保護については基本方針と管理取扱マ
ニュアルが整備され、園内に掲示されている。
書類の電子化に伴い、個人情報の多くは法人
サーバーで一括管理している。パソコンのUSB
ポートはロックされ、情報を園外に持ち出せな
いようになっている。

Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保

Ⅲ-２-(１)　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ-２-(２)　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ-２-(３)　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。
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評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果 コメント

Ａ－１－（１）－①　保育所の保育の方針や目標に
基づき、発達過程を踏まえ、子どもの心身の発達や
家庭及び地域の実態に即した保育課程を編成してい
る。

ｂ

保育課程は保育指針、法人の保育理念の趣旨を
とらえ、基本方針に基づき子どもの背景や発達
過程をふまえ編成している。地域子育て支援拠
点事業との連携を図り、地域の実態を把握して
いる。保育課程の編成は、全職員で定期的に評
価し、毎年度末に見直し改善点を組み込んでい
て、膨大なものになっている。今後、内容の精
査を期待する。

Ａ－１－（１）－②　乳児保育のための適切な環境
が整備され、保育の内容や方法に配慮がみられる。

ａ

保育課程を基に指導計画を作成し、日常の状態
の観察を行うなど保健的な配慮をしている。連
絡ノートや口頭で家庭と連絡を密にしている。
個別指導計画を作成し、一人ひとりの生活リズ
ムや発達に合わせた援助をしている。栄養士と
担任で離乳食問診票を作成し、保護者と話し合
いながら進めている。SDIS（乳幼児突然死症候
群）に関する知識は全職員に周知され、睡眠な
ど個々の状態を考慮し、健康状態も定期的に確
認している。

Ａ－１－（１）－③　１・２歳児の保育において養
護と教育の一体的展開がされるような適切な環境が
整備され、保育の内容や方法に配慮されている。

ａ

保育課程を基に指導計画・個別指導計画を作成
し、基本的生活習慣の形成と自我の育ちを見守
り、自発的な活動を促していく対応を心がけて
いる。保育士との関わりの中で、安心して過ご
しながら探索活動が十分行われ、好きな遊びや
全身を使うような様々な遊びを取り入れる工夫
や配慮をしている。

Ａ－１－（１）－④　３歳以上児の保育において養
護と教育の一体的展開がされるような適切な環境が
整備され、保育の内容や方法に配慮されている。

ａ

保育課程を基に指導計画を作成し、子どもの発
達、興味、関心に合わせ、自由に選択できる遊
びの時間や空間が確保されている。子どもが自
由に素材や玩具などを自分で取り出し遊べるよ
うに工夫され、自発的活動や、友だちと協同し
て活動ができるような働きかけをし、適切に関
わっている。行事やグループ遊び、自由遊びは
異年齢の子どもたちの縦割り保育を行ってい
る。

Ａ－１-(１)-⑤　小学校との連携や就学を見通した
計画に基づいて、保育の内容や方法、保護者とのか
かわりに配慮されている。

ｃ

年長児は就学に向けた指導計画を作成し、計画
に基づき保育を行っている。保育所児童保育要
録を作成し、入学予定の小学校教員が園を訪問
した際に渡している。隣接する小学校の運動会
などの学校行事に参加している。今後小学校以
降の生活の見通しを持てるように、就学に向け
保護者との関わりに配慮し懇談などを行うこと
を期待する。

Ａ－１－（２）－①　生活にふさわしい場として、
子どもが心地よく過ごすことのできるような人的・
物的環境を整備している。

ａ

採光や換気、保湿、保温などの環境保健に配慮
している。広いホールと食堂があり、活動と食
事の生活空間が分かれている。寝具類は園で用
意し清潔に保たれている。安全面ではマニュア
ルにそって定期的に点検、記録をしている。環
境保育を目指し、特に0～2歳の保育室は温かな
雰囲気と安全性に配慮され、他の年齢別保育室
も子どもたちが安全・安心な環境の中で、自由
に遊びに取り組めるように配慮している。

評価対象　保育所　付加基準

Ａ－１　保育所保育の基本

１－（１）　養護と教育の一体的展開

１－（２）　環境を通して行う保育
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評価結果詳細（保育所）

Ａ－１－（２）－②　子どもが基本的な生活習慣を
身につけ、積極的に身体的な活動ができるような環
境が整備されている。

ａ

一人ひとりの子どもの生活実態や生活リズム、
成長の様子を把握し、対応している。生活リズ
ムを見直し、日中の様々な遊びを楽しむことが
できるよう環境を工夫している。子どもの身体
づくりの一つとしてリズム運動や戸外での発散
型の水・砂遊び、散歩、雪遊びなど自然の中で
の活動を取り入れている。室内では考えたり手
先を使う集中型の遊びを行うなどバランスよく
取り入れている。

Ａ－１－（２）－③　子どもが自発的に活動できる
環境が整備されている。

ａ

子どもたちが友だちと協同して活動できるよう
な働きかけをし、コーナー保育を中心として子
どもの発達、興味、関心に合わせ、自由に選択
できる遊びの時間や空間が確保されている。園
庭では砂場、アスレチック、色々な種類の野菜
を作る畑、室内ではままごとコーナー、絵本
コーナー、構成遊びコーナーなど遊びを楽しむ
ことができるように環境を工夫している。

Ａ－１－（２）－④　子どもが主体的に身近な自然
や社会とかかわれるような人的・物的環境が整備さ
れている。

ａ

水族館、余市町祭り、雪山遊びなど園外保育に
積極的に取り組み、社会資源とかかわる機会を
作っている。公共交通機関を利用し、社会的
ルールを学んでいる。公民館で世代間交流事業
や文化祭に参加している。近隣にある駅前サテ
ライト子育て支援拠点事業所「大きな木」で遊
んだり、散歩を楽しんでいる。

Ａ－１－（２）－⑤　子どもが言葉豊かな言語環境
に触れたり、様々な表現活動が自由に体験できるよ
うな人的・物的環境が整備されている。

ａ

絵本コーナーで自由に好きな絵本を見ることが
できる。絵本や紙芝居の読み聞かせを行ってい
る。各保育室にお絵かき・積木・制作遊び・楽
器や造形素材で自由に表現活動を楽しめるよう
環境設定をしている。特に年長児にはピップ
ホップダンスや英語指導など、質の高い幼児期
の教育・保育を提供している。

Ａ－１－（３）－①　保育士等が主体的に自己評価
に取り組み、保育の改善が図られている。

ｃ

職員同士の話し合いの場や保育会議を通して自
らの保育実践を振り返ることで自己評価に取り
組み、期末に所長と面談し保育の質の向上・改
善を図っている。今後、自己点検や自己評価の
ためのスケールにより自己評価を実施し、会議
などで互いに学びあい、保育の改善に向けて検
討し、共通理解を図っていくことを期待する。

Ａ－２－（１）－①　子ども一人ひとりを受容し、
理解を深めて働きかけや援助が行われている。

ａ

入園時、児童票と面接で子どもの育ち、家庭環
境について情報を得ている。入園後も、子ども
一人ひとりの家庭環境や生活リズムを把握し、
日常的に保護者との情報交換を行い子どもへの
理解を深めている。毎月の保育会議で職員間の
共通認識のもと、子ども一人ひとりに合わせた
援助や要求に対して、その都度気持ちを受けと
めて対応している。

Ａ－２－（１）－②　障害のある子どもが安心して
生活できる保育環境が整備され，保育の内容や方法
に配慮がみられる。

ｂ

町特別支援教育連絡協議会や児童発達支援セン
ターなど専門機関との協議や助言をもとに、個
別指導計画を作成している。職員会議でケース
の保育内容、配慮すべき点など報告し、職員で
検討している。各ケースについて関係機関との
相談連絡を密にし、子どもの特性に配慮して発
達支援を行っているが、保護者との連携も密に
し、相互理解を図ることを期待する。

Ａ－２－（１）－③　長時間にわたる保育のための
環境が整備され、保育の内容や方法に配慮がみられ
る。

ａ

延長保育は4・5歳児の保育室にじゅうたんを敷
き、のんびりとリラックスして過ごしたり遊具
で遊ぶなど、異年齢の子どもたちが遊べるよう
に配慮している。軽食が用意されている。その
日の出来事は連絡記録簿に記載し、延長保育の
保育士が保護者に口頭で伝えている。

１－（３）　職員の資質向上

Ａ－２　子どもの生活と発達

２－（１）　生活と発達の連続性
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評価結果詳細（保育所）

Ａ－２－（２）－①　子どもの健康管理は、子ども
一人ひとりの健康状態に応じて実施している。

ａ

「健康管理マニュアル」や保健計画を作成して
いる。子どもの健康状態は朝の視診、連絡ノー
トにより、家庭から引き継ぎをし担当と連絡し
あいながら経過を見守っている。子どもの伝染
病のお知らせなどは、保護者との情報交換で一
人ひとりの状況を常に把握している。特に対応
に配慮が必要な場合は、職員間での情報を共有
し降園時に細かく保護者に伝えている。体調の
すぐれない子どもには保護者と確認し静養する
場所が用意されている。

Ａ－２－（２）－②　食事を楽しむことができる工
夫をしている。

ａ

食育計画を作成し、食育の観点からも、野菜を
栽培して収穫・調理し保育に取り入れながら食
べる楽しさを知らせている。全園児が食堂に集
まり、友だちや保育士と一緒に食事を楽しんで
いる。月に1回担任の保育士が栄養や食事のマ
ナーなどを指導し、食べ物に関心を持ち「食を
営む力」を育てている。

Ａ－２－（２）－③　乳幼児にふさわしい食生活が
展開されるよう、食事について見直しや改善をして
いる。

ａ

栄養士や調理員が子どもの食事の様子を見た
り、子どもたちの話しを聞いたりする機会を設
けている。保育士と調理員との連携が十分取ら
れ、給食会議や日々の中で、子どもの喫食状況
に合わせた献立や調理を工夫する意見交換をし
ている。食文化の伝承として、随時旬の食材を
活かし、行事食を取り入れている。

Ａ－２－（２）－④　健康診断・歯科健診の結果に
ついて、保護者や職員に伝達し、それを保育に反映
させている。

ａ

年間計画に基づき健康診断を実施している。健
診結果は個人別の健康カードに記録、職員間で
情報を共有し保護者に個別に報告している。歯
科検診では齲歯（虫歯）が多く、フッ化物塗
布、歯磨き指導や虫歯予防教室を実施してい
る。

Ａ－２－（３）－①　アレルギ－疾患、慢性疾患等
をもつ子どもに対し、主治医からの指示を得て、適
切な対応を行っている。

ａ

アレルギー疾患や慢性疾患に関し、医師による
意見書を提出、専門医の指示を受け、個別に対
応している。食事の提供では保護者から十分な
聞き取りを行い、代替食を提供、誤食がないよ
うに配膳時には個別のトレイで確認している。
誤食がないよう栄養士、担任を含む全職員で対
応策を話し合い、アレルギー疾患などについて
の共通理解を進めている。

Ａ－２－（３）－②　調理場、水周りなどの衛生管
理が適切に実施され、食中毒等の発生時に対応でき
るような体制が整備されている。

ｂ

調理場は給食委託業者が衛生講習会を定期的に
実施し、衛生管理の指導を徹底し、衛生管理
チェックリストにより衛生管理が継続的に行わ
れている。トイレや水回りは委託業者が清掃を
行い、定期的に点検を実施している。食中毒発
生時対応マニュアルを整備し、職員研修を実施
している。手洗い場が手狭であり、水回りは感
染症の原因や予防にも関わることから、衛生設
備の整備も含めて検討することを期待したい。

２－（２）　子どもの福祉を増進することに最もふさわしい生活の場

２－（３）　健康及び安全の実施体制
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評価結果詳細（保育所）

第三者評価結果 コメント

Ａ－３－（１）－①　子どもの食生活を充実させる
ために、家庭と連携している。

ｂ

食育計画を作成している。献立表や給食便りを
事前に配布し、その日の献立のサンプルを展示
している。給食便りで伝統的な季節の行事食や
発育期にある子どもの食事の重要性を伝えてい
る。保護者に給食に関するアンケートを実施し
ている。今後、試食会などを設け給食や乳幼児
の食に対する関心をさらに促すことを期待す
る。

Ａ－３－（１）－②　家庭と子どもの保育が密接に
関連した保護者支援を行っている。

ｃ

0～2歳児には連絡帳がある。送迎時に日々のコ
ミュニケーションにより日常的な情報交換を行
い、クラス・ホームだよりを毎月発行し保護者
との信頼関係を築いている。今後、個人懇談会
などを実施し保護者と子どもの状況を把握した
り、随時個別にも相談を受け記録に残すなど、
適切な保護者支援を行うことを期待する。

Ａ－３－（１）－③　子どもの発達や育児などにつ
いて、懇談会などの話し合いの場に加えて、保護者
と共通理解を得るための機会を設けている。

ｃ

送迎時に保護者との対話を心がけているが、懇
談会など話し合いの場は設けていない。今後保
育内容説明会やクラス懇談会、保育参観など
で、保護者へ子どもの発達や育児、保育の意図
やお知らせを伝えたり、保護者から意見や要望
を聞くなど相互理解のために話し合いの場を設
けることを期待する。

Ａ－３－（１）－④虐待に対応できる保育所内の体
制の下、不適切な養育や虐待を受けていると疑われ
る子どもの早期発見及び虐待の予防に努めている。

ｂ

虐待防止マニュアル・虐待対応マニュアルを整
備し、職員研修をしている。保育の中での視
診、子どもや家庭の不適切な養育状況を把握し
て、園全体で情報を共有し、虐待の未然の防止
や早期発見に努めている。情報は速やかに施設
長に届く体制と行政や関係機関との連携体制を
整えている。虐待が疑われるケースがある場合
は、各機関とカンファレンスを行い対応してい
る。今後、子育て相談や個別面談を行うなど、
虐待防止やニーズの把握に向けた保護者支援の
多様な取り組みを期待する。

Ａ－３　保護者に対する支援

３－（１）　家庭との緊密な連携
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